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大郷町役場等電話設備（賃貸借）導入事業 公開型プロポーザル基本方針 

 

１． 事業概要 

  （１） 事業名 

      大郷町役場等電話設備（賃貸借）導入事業 

   （２） 事業目的 

      大郷町役場及び大郷町中央公民館、大郷町 B&G 海洋センター、大郷町保健センター、大郷町

学校給食センターの内線電話ネットワークについて、電話通信設備の強靭化、新しい働き方改

革、業務の効率化を目指し、新たにクラウドPBX等による構成を軸に音声基盤の刷新を行い、

且つ携帯電話端末、及び周辺機器等について賃貸借するもの。 

  （３） 事業内容 

      大郷町役場及び大郷町中央公民館、大郷町 B&G 海洋センター、大郷町保健センター、大郷町

学校給食センターの携帯電話端末及び周辺機器について賃貸借するもの。 

現在，構内交換機、及び固定電話機により構成されている大郷町内線電話ネットワークについ

て、クラウド PBX 及び IP 固定電話機と携帯電話端末の融合（FMC）により再構成するもの。 

  （４） 履行期間（契約期間） 

      令和９年１月１日から令和１３年１２月３１日まで（60 カ月） 

※契約締結の翌日から令和８年１２月３１日までは，本設備構築期間とする。 

   （５） 提案上限額 

      提案上限額については、60 カ月総額で 45,000,000 円（税込）とする。 

      ただし、各年度における支払い限度額は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本金額はプロポーザルのために設定した限度額であり、契約金額ではない。 

 

２．調達の目的とプロポーザル方式採用理由 

    大郷町（以下、当町）においては、役場内に設置している電話交換機（以下，PBX）が老朽化を迎え

ており、故障交換部品が製造中止となるなど、故障対応に支障が出てきている状況である。すでに機

器の継続利用が妥当とされる年数（概ね１０年）を間近に控えており、対処が必要となっている。 

また、今後、組織・レイアウト変更作業の発生も想定しており、工事のための要員（職員）確保、組

織・レイアウト変更と電話工事の時期ずれ等、運用上の問題も懸念されている。さらに，業務改革の

流れに沿わない電話のあり様となっており、グループウェア等庁内コミュニケーションツールの整

令和 8 年度 3 か月分 2,250,000 円 

令和９年度 12 か月分 9,000,000 円 

令和１０年度 12 か月分 9,000,000 円 

令和１１年度 12 か月分 9,000,000 円 

令和１２年度 12 か月分 9,000,000 円 

令和１３年度 9 カ月分 6,750,000 円 



備状況やフリーアドレスに合わせた固定電話台数の精査を行わなければならない。 

これに加えて、災害時等における柔軟な業務形態への対応のため，時間をかけない迅速な BCP 遂行

環境（迅速な初動対応及び業務体制の早期構築）を早急に整備しなければならない状況である。 

そのため，PBX の更新と併せて，大郷町役場に現在設置している固定電話機のモバイル化を進め、

職員間の円滑な情報共有の観点も含め、より機能的に業務遂行ができる環境構築を行うことを目的

とする。 

また、役場業務の DX 化を進めるための電話機の持つ将来性、運用における安全性や効率性などに

ついて、「移動通信事業者等（以下「MNO 等」という。）」のもつノウハウやアイディアを活かした

専門的な技術提案を求め、より目的に沿った提案がなされた事業者を選定することができるため、公

募型プロポーザル方式による調達を行う。 

 

３．実施形式「公募型プロポーザル方式」 

   MNO 等のもつノウハウやアイディアを活かした技術提案を広く求めるため、公募型プロポーザル

方式で実施する。 

 

４．参加資格要件 

  プロポーザルに参加する者は、次の要件を全て満たしている者とする。 

（１） 塩釜地区・黒川地区入札契約業務連絡協議会において、大郷町の競争入札参加登録簿に登録さ

れている者、または入札参加審資格申請と同様の書類審査を受け、適格と認められる者。 

（２） 建設工事入札参加業者等指名停止要領（平成１０年２月２７日告示第４号）及び大郷町入札契

約暴力団等排除措置要綱（平成２０年１０月３０日告示第３８号）の規程による入札参加資格

制限等の措置を受けていない者。 

（３） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（同令第１６７条の１１第１項

の規程により準用される場合を含む。以下同じ。）第１項の規程により入札に参加させること

ができない者でないこと。 

（４） 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により入札に参加させないこととされている

期間を経過していない者でないこと。 

（５） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者で

ないこと。但し、同法に基づく更生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る再生計画認可

の決定が確定した場合にあっては、当該申立てがなされていない者とみなす。 

（６） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者で

ないこと。但し、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る再生計画認可

の決定が確定した場合にあっては、当該申立てがなされていない者とみなす。 

 

５．公募型プロポーザル実施スケジュール 

内容 日程 

大郷町審査委員会への付議依頼 令和７年１２月上旬 

公募型プロポーザル選定委員会の設置及び実施要領の作成 令和７年１２月上旬 



大郷町審査委員会審議 令和７年１２月中旬 

公募型プロポーザル実施の公告（町ホームページ掲載，実施要領等の公開） 令和７年１２月下旬 

実施要領等に関する質問の受付期限（所定様式により電子メールのみ受付け） 令和８年１月中旬 

実施要領等に関する質問の回答期限（町ホームページ掲載にて回答） 令和８年１月中旬 

参加申込書等の提出期限（持参又は郵送） 令和８年１月下旬 

参加申込結果及び公募型プロポーザル選定委員会開催通知 令和８年１月下旬 

企画提案書類等の提出期限（持参又は郵送） 令和８年１月下旬 

公募型プロポーザル選定委員会開催（優先交渉権者の選定） 令和８年２月上旬 

審査結果の報告，優先交渉権者の決定 令和８年２月上旬 

審査結果の通知・公表 令和８年２月上旬 

契約締結 令和８年３月下旬 

契約の公表 令和８年３月下旬 

賃貸借準備期間 契約締結日の翌日~ 

令和８年１２月 31 日 

賃貸借開始日 令和９年１月 1 日（金） 

 

６．事業内容 

    本事業に係る公募型プロポーザルの実施については、「大郷町役場等電話設備（賃貸借）導入事業公

募型プロポーザル実施要領（以下「実施要領」という。）を作成し、次のとおり実施する。 

   （１）募集方法 

         実施要領に基づき、町ホームページ（Web サイト）を活用し、本事業にかかる公募型プロポー

ザルについて公告する。 

   （２）質問及び回答 

      ① 受付期間：公告日から令和８年１月１４日（水）午後５時必着 

      ② 質問方法：実施要領の定める所定の様式で、電子メールにて提出すること。 

（電子メール以外での質問は受付しない。） 

    ③ 回答方法：提出された質問に対する回答は、令和８年１月１９日（月）までに、大郷町ホーム

ページ（Web サイト）に掲載する。 

   （３）提出書類 

① 提出書類 

・公募型プロポーザル参加申込書（様式第１号、第１－１号） 

・大郷町の物品調達等に係る競争入札参加業者登録が分かる書類の写し 

    ・大郷町の物品調達等に係る競争入札参加業者登録されていない場合は、「大郷町役場等電話設

備（賃貸借）導入事業公募型プロポーザル参加資格審査申請における必要書類一覧」に掲げる

書類。（様式第２号関係） 

・企画提案書提出様式（様式第３号） 

・企画提案書（任意様式） 

・見積書（任意様式） ※ 見積書には、事業に要する見積額を示すこと。 



・積算内訳書（任意様式） 

        【企画提案書類等に係る留意事項】 

    ・企画提案書は、１者１提案とする。 

    ・企画提案書を受け付けた後の追加及び修正は、認めない。 

    ・企画提案書の作成及び提出に要する費用は、提案事業者の負担とする。 

    ・企画提案書の内容について、実現可能性を判断するため、導入実績がある場合は、その旨明記

すること。 

・提出された企画提案書は提案事業者に無断で本プロポーザル以外に使用しない。 

・優先交渉権者決定後に企画提案書に関する開示請求があった場合は、非開示情報を容易に取

り除くことが可能な場合に限り非開示部分を除き開示を行うものとする。但し、提案事業者の

承諾が得られない場合は、この限りでない。 

・積算内訳書に関する開示請求があった場合は、契約締結後に契約金額総額及び積算内訳書の

項目（但し、項目ごとの金額を除く。）を開示し、契約期間終了後（完了検査終了後）に積算

内訳書の全てを開示する。 

・参加表明書の提出後又は企画提案書の提出後に、都合により参加を辞退することになった場

合は、速やかに辞退届を提出すること。 

      ③ 選考用書類の提出期限 

    ・令和８年１月２３日（金）午後 5 時まで必着 

      ④ 提出方法 

        【持参の場合】 土曜日・日曜日・祝日を除く午前８時３０分から午後５時まで 

        【郵送の場合】 受取日時及び配達されたことが証明できる方法とし、提出期限まで必着とする。 

 

７．選考（企画提案等）審査概要 

   （１）選定委員会の構成 

   「大郷町役場等電話設備賃貸借業務公募型プロポーザル選定委員会（以下「審査委員会」という。）」

を設置し、次の委員で構成する。 

 

所属 役職名 

大郷町 総務課 課 長 

大郷町 総務課 課長補佐 

大郷町 総務課 係 長 

大郷町 財政課 課 長 

大郷町 財政課 課長補佐 

大郷町 学校教育課 係 長 

大郷町 まちづくり政策課 係 長 

大郷町 まちづくり政策課 主 事 

 

   （２）審査基準 



         審査基準は、次の評価項目による。 

審査委員は，見積金額（コスト）を除く各項目の評価点を、次に掲げる採点基準により評価す

る。 

その評価点を加重係数で乗じたものを各項目の合計点とする。 

見積金額（コスト）の評価については実施要領に記載する。 

 

審査委員一人あたりの合計点数   100 点  

審査委員全員（8 人）の合計点数 800 点  

 

【企画提案評価項目等】 

評価項目（審査ポイント） 評価点 加重係数 合計 

 使用者運用 5 4 20 

 管理者運用 5 4 20 

 安定性・通信障害時対応（災害時含む） 5 4 20 

 拡張性・将来性 5 2 10 

 追加提案等 5 2 10 

 提案者実績 5 2 10 

 見積金額（コスト） 10 - 10 

 

【評価に対する採点基準】 

採点基準 評価点 

 非常に優れている 5 点 

 優れている 4 点 

 普通 3 点 

 劣っている 2 点 

 非常に劣っている 1 点 

 要件を満たしていない 0 点 

 

  （３） 審査及び選定 

         審査は、審査委員会において、企画提案書類、プレゼンテーション及びヒアリングの内容を「審

査基準」に基づき総合的に審査し、最も適した者を優先交渉権者として選定する。 

① 各委員（８人）の審査した点数の合計が最も高い者を、優先交渉権者として選定する。 

② 審査の結果，最高点者が複数の場合は、見積金額が安価である者を優先交渉権者として選定す 

る。 

③ 優先交渉権者が契約を締結しない場合には、次に評価点の高い事業者から順次契約交渉を行い、 

合意に達した事業者と契約を締結する。 

 

  （４） 企画提案書のプレゼンテーション及び審査に係る事項 



      ① 審査時間：75 分以内 （プレゼンテーション 45 分以内，ヒアリング 30 分以内） 

      ② 出席者：３名まで 

      ③ 準備物：パソコン等を使用する場合は各自準備のこと。 

      ※スクリーン及びプロジェクターは大郷町で準備する。なお，それ以外の準備及び撤収は提案

事業者で行うこと。 

 

  （５） 審査順 

         審査を行う順番は，企画提案書類の受付順とする。なお、当日、辞退等が出た場合には、順番

を繰り上げる。 

 

（６） 審査結果の公表 

         プロポーザル審査結果については、確定後直ちに全提案事業者に書面にて通知するとともに、

以下の項目について町ウェブサイトへ掲載の方法により公表する。 

① プロポーザルの参加者名 

② 優先交渉権者名 

③ 評価結果一覧表（但し、選定された候補者以外の参加者名部分については非公表とする。） 

④ プロポーザル審査委員会委員名 

⑤ その他必要事項 

 


